
令和 8 年度狩猟免許試験案内 
 
                                                             三 重 県 
１ 狩猟免許試験を行う日時、会場及び日程 

 (1)日時、会場、試験種目及び受付期限  

実 施 日 時 試験種目 会   場 申請書の受付期限 定員 

７月14日（火） 

９時50分～17時 

※受付は９時15分から県

庁講堂にて行います。 

網 猟 

わな猟 

第一種銃猟 

第二種銃猟 

三重県庁講堂 

(吉田山会館) 

 

津市広明町13 

【紙申請(窓口・郵送)の方】 

7月7日(火)の17時まで 

 

【電子申請の方】 

6月30日(火)の17時まで 

110名程度 

８月1日（土） 

９時50分～17時 

※受付は９時15分から 

網 猟 

わな猟 

第一種銃猟 

第二種銃猟 

三重県 

農業大学校 

 

松阪市嬉野 

川北町530 

【紙申請(窓口・郵送)の方】 

７月24日(金)の17時まで 

 

【電子申請の方】 

7月16日(木)の17時まで 

100名程度 

８月30日（日） 

９時50分～17時 

※受付は９時15分から 

網 猟 

わな猟 

第一種銃猟 

第二種銃猟 

三重県 

農業大学校 

 

松阪市嬉野 

川北町530 

【紙申請(窓口・郵送)の方】 

８月21日(金)の17時まで 

 

【電子申請の方】 

8月14日(金)の17時まで 

100名程度 

 

＊三重県庁講堂（津市広明町 13） 

  

 
※受付は県庁講堂(県議会議事堂の左側)にて受付を行います。 

 自動車は県庁駐車場に駐車してください。 

 

県庁講堂 

(受付) 



 

＊三重県農業大学校（松阪市嬉野川北町 530） 
 

 

 

（2） 日程（受験者数、会場等の都合により若干変更することがあります。） 

   ア 受付               ９時１５分～ ９時５０分 

                      ※受付時間に遅れると受験できません 

   イ 知識試験            １０時００分～１１時３０分 

   ウ 適性試験            １１時００分～１２時００分 

   エ 知識、適性試験の合格発表    １２時４５分頃 

   オ 技能試験            １３時００分～１７時００分 

 

２ 免許試験を受けることができる者 

    三重県内に住所を有する者で、次のいずれにも該当しない者とします。 

（1）鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（以下「法」といいます。）に基づ

く命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受け

電車 
近鉄名古屋線 「津駅」下車 徒歩約 8 分 

       JR 紀勢本線  「津駅」下車 徒歩約 8 分 

自動車 国道２３号線 「県庁前」交差点を西に入り 3 つ目の信号を左折し、県庁駐車場

を利用してください。※試験会場の駐車場は利用できません。 

電車 近鉄名古屋線・大阪線「伊勢中川駅」下車 徒歩約２０分 

自動車 
国道２３号線「小舟江北」交差点を津方面からは右折、伊勢方面からは左折し、

直進約５分左側。 



ることがなくなった日から３年を経過しない者 

（2）法第５２条第２項第１号の規定により狩猟免許を取り消され、その取消しの日から３年を

経過しない者 

（3）試験日において、第一種銃猟免許及び第二種銃猟免許受験者は満２０歳未満の者、網猟免

許及びわな猟免許受験者は満１８歳未満の者 

（4）①統合失調症、②そううつ病（そう病及びうつ病を含む。）、③てんかん（発作が再発す

るおそれがないもの、発作が再発しても意識障害がもたらされないもの及び発作が睡眠中

に限り再発するものを除く。）、①～③の他、自己の行為の是非を判別し、又はその判別

にしたがって行動する能力を失わせ、又は著しく低下させる症状を呈する病気にかかって

いる者 

（5）麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者 

（6）自己の行為の是非を判別し、又はその判別に従って行動する能力がなく、又は著しく低い

者（前（3）、（4）、（５）に該当する者を除く。） 

 

３ 受験手続 

 (1) 提出書類  

 提出書類 注意事項等 

ア 狩猟免許申請書 

【紙申請(窓口・郵送)の方】所定の紙の様式に必要事項を記入し、提

出してください。 

【電子申請の方】三重県電子・届出システム(以下、システムという)

を利用して、所定の申請フォームに入力してください。 

※電子申請には、パソコンやスマートホン等が必要です。お持ちでない方や

手続きがわからない方、クレジットカードで納付ができない方は、窓口(対

面)、又は郵送にて紙申請してください。また、必要な書類(医師の診断書等

その電子データ(jpg 又は pdf 等))が揃った状態で手続きを始めてください。 

イ 受験票 

【紙申請(窓口・郵送)の方】所定の紙の様式に必要事項を記入し、写

真を１枚（申請前６か月以内に撮影した無帽、正面、上三分身及び無

背景の縦の長さ 3.0cm、横の長さ 2.4cm の写真で、その裏面に氏名

及び撮影年月日を記載したもの。）貼り付けてください。写真画像デ

ータの貼付も可です。この場合、写真裏面への記載は不要です。 

【電子申請の方】写真は、申請前 6 か月以内に撮影した無帽、正面、

上半身及び無背景の写真画像(jpg等)をシステムの案内に従い添付し

てください。 

ウ 

医師の診断書又は

猟銃・空気銃所持

許可証(写し) 

【紙申請(窓口・郵送)の方】申請書等と一緒に診断書原本又は猟銃・

空気銃所持許可証(写し)を提出してください。 

【電子申請の方】システムの案内に従い医師の診断書又は猟銃・空気

銃所持許可の電子データ(jpg・pdf 等)を添付してください。この場

合でも医師の診断書は、原本の提出が必要になりますので持参又は郵

送にて住所地を管轄する各農林（水産）事務所に提出してください。 

エ 住民票抄本 

狩猟免許を有していない者は、住民票抄本(写し可)を必ず提出して

ください。ただし、現に狩猟免許を受けている者で更に異なる種類の

狩猟免許を受けようとする者は、必要ありません。 

【紙申請(窓口・郵送の方】狩猟免許を有していない者は、申請書等

と一緒に提出してください。 

【電子申請の方】狩猟免許を有していない者は、システムの案内に従



い住民票抄本の電子データ(jpg・pdf 等)を添付してください。 

 (2) 受験手数料 

    １つの種類につき 5,200 円（現に狩猟免許を受けている者で更に異なる種類の狩猟免許を

受けようとする者は、3,900 円）となります。 

一度収納された受験手数料は、受験者の都合による還付はできませんのでご注意くださ

い。 

【紙申請(窓口・郵送)の方】 

三重県収入証紙を狩猟免許申請書にはり付けてください。また、複数の種類の狩猟免許を

取得しようとする場合でも１枚の申請書に手数料合計分の三重県収入証紙を貼り、申請し

てください。 

【電子申請の方】 

受付完了メールとは別に後ほど送信される三重県からの手数料案内メールに従い、クレジ

ットカードで速やかに支払をしてください。支払いが確認できない場合は、受検できませ

ん。 

 (3) 受付場所及び受付時間 

【紙申請(窓口・郵送)の方】 

住所地を管轄する各農林（水産）事務所で受け付けます。 

ア～エの書類を全てそろえてから紙申請の受付期限までに申請してください。 

     なお、受付時間は土日・祝日を除く平日の 9 時～12 時及 13 時～17 時です。 

   【電子申請の方】 

三重県ホームページ→各種手続・サービス→電子申請/申請書ダウンロード→電子申請はこ

ちら→オンライン電子申請手続き→狩猟免許申請から申請してください。 
https://apply.e-tumo.jp/pref-mie-u/ 
ア～エの書類の電子データ(jpg 又は pdf)等を全てそろえてから電子申請の受付期限まで

に申請してください。電子申請の受付期限は、紙申請より早く設定されていますので注意

してください。 

「医師の診断書」は、法令により原本での提出が定められています。必ず住所地を管轄す

る各農林(水産)事務所に郵送又は持参にて「紙申請の提出期限」までに提出してください。 

 ※受験日および受験会場について、会場定員の都合によりご希望に添えない場合がありますの

でご了承ください。 

 

４ 試験科目 

 (1) 知識試験 

   鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法令、猟具、 

鳥獣及び鳥獣の保護管理に関する知識 

 (2) 適性試験 

   視力、聴力、運動能力について、次に掲げる合格基準に示す能力を備えているかどうかにつ

いて試験を行います。 

科 目 合 格 基 準 

視 力 

１ 網猟免許又はわな猟免許に係る適性試験にあっては、視力が両眼で0.5以上

であること。  

ただし、１眼が見えない者については、他眼の視野が左右150度以上で、視

力が0.5以上であること。  

https://apply.e-tumo.jp/pref-mie-u/


２ 第一種銃猟免許又は第二種銃猟免許に係る適性試験にあっては、視力が両眼

で0.7以上であり、かつ、１眼でそれぞれ0.3以上であること。  

ただし、１眼の視力が0.3に満たない者又は１眼が見えない者については、

他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.7以上であること。 

＊視力適性を欠く者は、あらかじめ眼鏡等で矯正しておいてください。 

聴 力 
１０メートルの距離で、９０デシベルの警音器の音が聞こえる聴力（補聴器に

より補正された聴力を含む。）を有すること。  

運動能力 

狩猟を安全に行うことに支障を及ぼすおそれのある四肢又は体幹の障害がな

いこと。  

ただし、狩猟を安全に行うことに支障を及ぼすおそれのある四肢又は体幹の障

害がある者については、その者の身体の状態に応じた補助手段を講ずることによ

り狩猟を行うことに支障を及ぼすおそれがないと認められるものであること。  

(3) 技能試験（(1)及び(2)の合格者に対して行います。） 

   ア 鳥獣の判別 

鳥獣の図画等により狩猟鳥獣及び狩猟鳥獣に誤認されやすい鳥獣のうち 16 種類の判別につ

いて行う。 

イ 猟具の取扱い 

(ア)網猟免許に係るもの 

a . 網の猟具を見て、その使用の是非の判別について行う。 

b . 網の猟具１種類についての架設を行う。 

(イ)わな猟免許に係るもの 

a . わなの猟具を見て、その使用の是非の判別について行う。 

b . わなの猟具１種類についての架設を行う。 

(ウ)第一種銃猟免許に係るもの 

銃器の点検、分解、結合、装てん、射撃姿勢及び脱砲並びに空気銃の圧縮操作、 

装てん及び射撃姿勢等猟具の取扱い並びに距離の目測について行う。 

(エ)第二種銃猟免許に係るもの 

空気銃の圧縮操作、装てん及び射撃姿勢並びに距離の目測について行う。 

 

５ 試験科目の一部免除 

 (1) 狩猟免許を現に受けている者で、更に異なる種類の狩猟免許を受けようとする者は、知識試

験のうち、法令、鳥獣及び鳥獣の保護管理に関する筆記試験を免除し、猟具に関する筆記試験

のみとします。 

   なお、この場合の受付も、9 時 30 分から 9 時 50 分までとします。 

  (2) 令和8年度中に2種以上の狩猟免許を受けようとする者で合格基準の高い方の適性試験に合

格した場合は、いずれの適性試験にも合格したものとみなし、他方を免除します。 

 

６ 持ち物及び服装 

  筆記用具、運動のできる服装と靴、スリッパ（第２回、第３回試験受験者のみ） 

（猟具の取扱い試験ではスリッパやぞうり等では受験できません。） 

（三重県農業大学校校舎内は土足禁止です。スリッパ又は上履きを持参いただき、猟具の取扱

い試験や屋外の試験は靴に履き替えて受験ください。） 

  ＊受験票は受験当日に受付でお渡しいたします。 

 

 



７ 合格者の発表 

  技能試験終了後、５日以内に合格者の受験番号を県庁掲示板及び三重県庁ホームページで掲示

するとともに、掲示後すみやかに受験者に合否等を郵送で通知します。 

 

８ 提供することができる個人情報 

 (1) 情報提供の受付 

   ア 情報提供を受ける者は本人に限ります。 

   イ 電話による情報提供には応じられません。 

 (2) 提供することができる項目 

    知識試験の得点、適性試験の合否及び技能試験の減点 

 (3) 情報提供の受付期間及び受付時間 

    受付期間は合格発表の日から１年間で、受付時間は開庁日の午前９時から午後５時まで 

  (4) 情報提供の受付場所  三重県農林水産部獣害対策課 

  (5) 本人確認のために必要な書類 

    運転免許証、旅券等本人の顔写真が貼付された書類を持参してください。 

 

９ その他 

 (1) 狩猟免許申請書及び受験票の用紙は、各農林（水産）事務所で交付するものを使用してく

ださい。三重県のホームページからもダウンロードできます。 

 (2) 試験会場は、駐車場が混雑することが予想されますので、車での来場はできるかぎり控え

てください。 

 (3) 災害等の影響により、急きょ開催日時の変更又は中止とさせていただく場合があります。

開催日時の変更又は中止をする場合は、開催前日（緊急時を除きます。）までに、三重県ホ

ームページでお知らせします。 

(4) 試験当日、やむを得ず試験を欠席する場合は試験事務局（県庁農林水産部獣害対策課捕獲

管理班）まで連絡をお願いいたします。 

緊急連絡先（試験当日のみ）：090-7851-5534 

〇申請書類の交付および提出先 

事務所名 対象市町 住所及び電話番号 

四日市農林事務所 

森林・林業室 

四日市市,桑名市,鈴鹿市 

亀山市,いなべ市,木曽岬町 

東員町,菰野町,朝日町,川越町 

〒510-8511 四日市市新正4-21-5 

TEL：059-352-0655 

FAX：059-352-0765 

津農林水産事務所 

森林・林業室 
津市 

〒514-8567 津市桜橋3-446-34 

TEL：059-223-5091 

FAX：059-223-5151 

松阪農林事務所 

森林・林業室 

松阪市,多気町 

明和町,大台町 

〒515-0011 松阪市高町138 

TEL：0598-50-0568 

FAX：0598-50-0623 

伊勢農林水産事務所 

森林・林業室 

伊勢市,鳥羽市,志摩市,玉城町 

度会町,大紀町,南伊勢町 

〒516-8566 伊勢市勢田町628-2 

TEL：0596-27-5265 

FAX：0596-27-5327 

伊賀農林事務所 

森林・林業室 
伊賀市,名張市 

〒518-8533 伊賀市四十九町2802 

TEL：0595-24-8142 

FAX：0595-24-8112 

尾鷲農林水産事務所 

森林・林業室 
尾鷲市,紀北町 

〒519-3695 尾鷲市坂場西町1-1 

TEL：0597-23-3504 

FAX：0597-23-0683 



熊野農林事務所 

森林・林業室 

熊野市,御浜町 

紀宝町 

〒519－4393 熊野市井戸町371 

TEL：0597-89-6134 

FAX：0597-89-6918 
 

＊その他詳細については、上記の農林（水産）事務所又は、県庁農林水産部獣害対策課捕獲管理班

（TEL：059-224-2020）へお問い合わせください。 

 

〇三重県ホームページ（狩猟関係掲載ページ） 

獣害対策全般（https://www.pref.mie.lg.jp/common/05/ci500006463.htm） 

 

 

 

 

 

 

https://www.pref.mie.lg.jp/common/05/ci500006463.htm

